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地域密着型通所介護事業所における看護職員の配置について 

 

 

日頃より、介護保険事業にご協力をいただきありがとうございます。  

指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員（当該指定地域密着型通所介護事業所にお

いて同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることのできる利用者の数の上限をい

う。）が１０人を超える場合（世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等

に関する条例第６０条の３第１項を適用）は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専

ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護師又は准看護師（以下「看護職員」と

いう。）を１以上配置する必要があります。  

この場合に、単位ごとの利用定員が９名であるサービスを同時に２単位行うなど、事業

所の利用定員が１０名を超える指定地域密着型通所介護事業所においては、看護職員の配

置が必要となります。  

つきましては、指定地域密着型通所介護事業所の利用定員が１０名を超えて、看護職員

を配置していない事業所におかれましては、早急に適切な人員配置をお願いいたします。  

なお、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員の配置の具体例について、別添

のとおりお示ししましたので、ご確認下さい。  

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者指定・指導担当 

電話 ０３－５４３２－２２９４ 

FAX ０３－５４３２－３０４２  

 


